
改定 現行

お客様と株式会社東京金融取引所（以下「取引所」といいます。）との間における取引所株価指数証拠金取

引（くりっく株365）（以下「本取引」といいます。）に関する契約は、この取引所株価指数証拠金取引

（くりっく株365）約款（以下「本約款」といいます。）、本取引の「契約締結前交付書面」（以下「取引

説明書」といいます。）及び「ゆたかCFD（くりっく株365）取引ガイド」（以下「ガイド」といいま

す。）の定めるところによるものとします。

お客様は、取引所が開設する株価指数証拠金取引市場（以下「原市場」といいます。)において、その取次

業者（取引参加者）である豊トラスティ証券株式会社（以下「当社」といいます。）を代理人として指名

し、取引所の指定する株価指数及び上場投資信託の基準価格（以下「株価指数等」といいます。）を取引対

象として、本取引を行うにあたり、金融商品取引法その他の法令及び諸規則を遵守し、本約款、取引説明書

及びガイドに定める事項を理解した上で、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。

お客様と株式会社東京金融取引所（以下「取引所」といいます。）との間における取引所株価指数証拠金取

引（くりっく株365）（以下「本取引」といいます。）に関する契約は、この取引所株価指数証拠金取引

（くりっく株365）約款（以下「本約款」といいます。）、本取引の「契約締結前交付書面（くりっく株

365）」（以下「取引説明書」といいます。）及び「ゆたかCFD（くりっく株365）取引ガイド」（以下

「ガイド」といいます。）の定めるところによるものとします。

お客様は、取引所が開設する株価指数証拠金取引市場（以下「原市場」といいます。)において、その取次

業者（取引参加者）である豊トラスティ証券株式会社（以下「当社」といいます。）を代理人として指名

し、取引所の指定する株価指数及び上場投資信託の基準価格（以下「株価指数等」といいます。）を取引対

象として、本取引を行うにあたり、金融商品取引法その他の法令及び諸規則を遵守し、本約款、取引説明書

及びガイドに定める事項を理解した上で、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。

第１条　取引内容の確認と自己責任 第１条　取引内容の確認と自己責任

１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

２．お客様は、取引説明書、ガイド及び重要事項説明書記載のレバレッジ、株価指数等、金利相当額及び配

当相当額等本取引に係るリスクを全て理解した上で取引を行うものとします。

２．お客様は、取引説明書、ガイド及び重要事項説明書記載のレバレッジ、株価指数、金利相当額及び配当

相当額等本取引に係るリスクを全て理解した上で取引を行うものとします。

３．≪現行通り≫ ３．≪省略≫

第２条　定義 第２条　定義

≪現行通り≫ ≪省略≫

第３条　取引口座の開設 第３条　取引口座の開設

１．お客様が本取引を行うためには、当社所定のゆたかCFD口座開設書面一式に必要事項を記入し、届出印

を押印の上、本人確認書類又はその写しを添え、当社に提出するものとします。

１．お客様が本取引を行うためには、当社所定のゆたかCFD口座開設書面一式に必要事項を記入し、届出印

を押印の上、本人確認書類又はその写しを添え、当社に提出するものとします。なお、オンライン口座開設

フォームよりゆたかCFDの口座開設のお申し込みもできるものとします。

２．～３．≪現行通り≫ ２．～３．≪省略≫

第４条　お客様からの事前届出 第４条　お客様からの事前届出

≪現行通り≫ ≪省略≫

第５条　証拠金の預託 第５条　証拠金の預託

１．～２．≪現行通り≫ １．～２．≪省略≫

３．第１項の証拠金の額（以下「証拠金預託額」といいます。）は、当社が別途定める金額にお客様が取引

を希望する枚数を乗じた金額（以下「維持証拠金額」といいます。）以上とし、お客様はその額を取引開始

までに円貨にて入金するものとします。

３．第１項の証拠金の額（以下「証拠金預託額」といいます。）は、当社が別途定める金額にお客様が取引

を希望する枚数を乗じた金額（以下「必要証拠金額」といいます。）以上とし、お客様はその額を取引開始

までに円貨にて入金するものとします。

４．～５．≪現行通り≫ ４．～５．≪省略≫

取引所株価指数証拠金取引（くりっく株365）約款・新旧対照表



６．当社は、お客様の取引限度額を超えての新規建玉の売買注文は受け付けないものとします。 ６．当社は、前項において取引限度額を超えての必要証拠金額を減らす決済注文以外の注文は受け付けない

ものとします。ただし、保有している両建ての建玉（売り・買い同枚数）を転売及び買戻しの申告によって

決済する注文（以下「建玉整理」といいます。）に関してはこの限りではありません。

７．≪現行通り≫ ７．≪省略≫

第６条　追加証拠金の預託の時期及び不納による建玉の処分（追加証拠金制度） 第６条　追加証拠金の預託の時期及び不納による建玉の処分（追加証拠金制度）

１．お客様は、毎取引日の取引終了後の値洗い処理により確定した証拠金の額（以下「有効証拠金額」とい

います。）を維持証拠金額以上に維持するものとします。

１．お客様は、毎取引日の取引終了後の値洗い処理により確定した証拠金の額（以下「有効証拠金額」とい

います。）を必要証拠金額以上に維持するものとします。

２．値洗い処理により算出した有効証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当社はその差額を「証拠

金不足額」（以下「不足額」といいます。）として、お客様に請求するものとします。ただし、取引所の取

引再開日が国内の金融機関の休業日にあたる場合には、その取引終了後の新たな値洗い処理によって算出し

直した上で、当社は必要に応じて新たに不足額の請求を行うものとします。

２．値洗い処理により算出した有効証拠金額が必要証拠金額を下回った場合には、当社はその差額を「証拠

金不足額」（以下「不足額」といいます。）として、お客様に請求するものとします。ただし、取引所の取

引再開日が国内の金融機関の休業日にあたる場合には、その取引終了後の新たな値洗い処理によって算出し

直した上で、当社は必要に応じて新たに不足額の請求を行うものとします。

３．前項の規定により、取引終了後、当社はお客様に不足額の請求を行い、取引再開日の日本時間午後５時

30分までにお客様からの不足額以上の入金、又は不足額以上の維持証拠金額の減額が片建超過建玉の調整に

よって行われたことを当社にて確認できない場合には、当社は、お客様が保有する建玉の全部をお客様の計

算において反対売買により任意に処分できるものとします。ただし、取引所の取引再開日が国内の金融機関

の休業日にあたる場合には、当社は、当該建玉の処分を行わないものとします。また、取引時間の短縮等の

変更が生じた場合には、当社は当該建玉処分の時間を取引再開日の日本時間午後12時30分に変更を行うこ

とができるものとします。

３．前項の規定により、取引終了後、当社はお客様に不足額の請求を行い、取引再開日の日本時間午後５時

までにお客様からの不足額以上の入金又は片建超過建玉の調整による不足額以上の必要証拠金額の減額が片

建超過建玉の調整によって行われたことを当社にて確認できない場合には、当社は、お客様が保有する建玉

の全部をお客様の計算において反対売買により任意に処分できるものとします。ただし、取引所の取引再開

日が国内の金融機関の休業日にあたる場合には、当社は、当該建玉の処分を行わないものとします。また、

取引時間の短縮等の変更が生じた場合には、当社は当該建玉処分の時間変更を行うことができるものとしま

す。

４．第1項に定める有効証拠金額とは、お客様が本取引口座に預託した証拠金預託額（受渡しが完了してい

る手数料含む）、評価損益額、金利相当額及び配当相当額の累積額の合計額及び受渡予定額（受渡日が到来

していない手数料含む）の合計金額から出金依頼額を差し引いた金額をいいます。なお、手数料は新規・決

済ともに約定ごとに差し引かれます。

４．第1項に定める有効証拠金額とは、お客様が本取引口座に預託した証拠金預託額（受渡しが完了してい

る手数料含む）、評価損益額、金利相当額及び配当相当額の累積額の合計額及び決算損益予定額（受渡日が

到来していない手数料含む）の合計金額から出金指示額を差し引いた金額をいいます。なお、手数料は新

規・決済ともに約定ごとに差し引かれます。

第７条　証拠金の預託の方法 第７条　証拠金の預託の方法

≪現行通り≫ ≪省略≫

第８条　預託証拠金の返還 第８条　預託証拠金の返還

≪現行通り≫ ≪省略≫

出金可能額：①証拠金預託額

　　　　　　②証拠金預託額＋［評価損益額

　　　　　　＋金利相当額及び配当相当額の累積額の合計額］（マイナス(含み損)の場合のみ）

　　　　　　＋受渡予定額－出金依頼額－維持証拠金額－総必要証拠金額（発注に必要な証拠金額）

　　　　　＊①、②のいずれか金額の少ない方の金額を出金可能額とします。

出金可能額：①証拠金預託額

　　　　　　②証拠金預託額＋［評価損益額

　　　　　　＋金利相当額及び配当相当額の累積額の合計額］（マイナス(含み損)の場合のみ）

　　　　　　＋決済損益予定額－出金指示額－必要証拠金額－発注証拠金額（発注に必要な証拠金額）

　　　　　　＊①、②のいずれか金額の少ない方の金額を出金可能額とします。

第９条　売買注文　～　第１２条　金利相当額及び配当相当額 第９条　売買注文　～　第１２条　金利相当額及び配当相当額

≪現行通り≫ ≪省略≫



第１３条　日々の計算及び金銭の授受 第１３条　日々の計算

≪現行通り≫ ≪省略≫

第１４条　差金決済、リセット 第１４条　差金決済、リセット

≪現行通り≫ ≪省略≫

第１５条　ロスカット制度 第１５条　ロスカット制度

１．当社は、本取引に係るお客様の建玉に対する有効証拠金額がお客様の維持証拠金額の50％を下回った場

合には、お客様に通知することなく、自動的に取引時間内の建玉の全部をお客様の計算において反対売買に

より決済を行うものとします。その際に取引の制限として、制限値幅が導入されている株価指数証拠金取引

において、ロスカットが通常通り発動せずに想定外のマイナスが発生することがあります。なお、ロスカッ

ト発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についての

ロスカットによる反対売買を順次行うものとします。

１．当社は、本取引に係るお客様の建玉に対する有効証拠金額がお客様の必要証拠金額の50％を下回った場

合には、お客様に通知することなく、自動的に取引時間内の建玉の全部をお客様の計算において反対売買に

より決済を行うものとします。その際に取引の制限として、制限値幅が導入されている株価指数証拠金取引

において、ロスカットが通常通り発動せずに想定外のマイナスが発生することがあります。なお、ロスカッ

ト発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についての

ロスカットによる反対売買を順次行うものとします。

２．≪現行通り≫ ２．≪省略≫

第１６条　諸経費 第１６条　諸経費

≪現行通り≫ ≪省略≫

第１７条　成立及び月次ごとの通知等 第１７条　成立及び四半期ごとの通知等

１．～２．≪現行通り≫ １．～２．≪省略≫

３．当社は、月次ごとに次に掲げる事項について遅滞なくお客様に報告をするものとします。 ３．当社は、四半期ごとに次に掲げる事項について遅滞なくお客様に報告をするものとします。

（1）月末日時点の口座状況 （1）四半期末日時点の口座状況

（2）月内に約定した取引明細 （2）四半期内に約定した取引明細

（3）月末日時点の建玉明細 （3）四半期末日時点の建玉明細

（4）月内に受渡しのあった証拠金の入出金明細（入金、出金、取引差損益、金利相当額及び配当相当額、

売買手数料等を含みます。）

（4）四半期内に受渡しのあった証拠金の入出金明細（入金、出金、取引差損益、金利相当額及び配当相当

額、売買手数料等を含みます。）

（5）≪現行通り≫ （5）≪省略≫

４．本条第１項から第３項までに定める通知又は報告は、原則として電磁的方法によるものとします。 ４．本条第１項から第３項までに定める通知又は報告は、書面又は電磁的方法によるものとします。

第１８条　公租公課　～　第１９条　相殺 第１８条　公租公課　～　第１９条　相殺

≪現行通り≫ ≪省略≫

第２０条　取引証拠金等による債務の弁済 第２０条　取引証拠金等による債務の弁済

１．～２．≪現行通り≫ １．～２．≪省略≫

３．預託されている取引証拠金のうち、前項の規定により留保された当該留保額については、維持証拠金額

の計算においては預託されている取引証拠金とみなさないものとします。

３．預託されている取引証拠金のうち、前項の規定により留保された当該留保額については、必要証拠金額

の計算においては預託されている取引証拠金とみなさないものとします。

４．～５．≪現行通り≫ ４．～５．≪省略≫

第２１条　期限の利益の喪失 第２１条　期限の利益の喪失



１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

２．≪現行通り≫ ２．≪省略≫

（1）≪現行通り≫ （1）≪省略≫

（2）お客様の当社に対する債務（ただし、本取引及び建玉に係る債務を除きます。）に関して差し入れて

いる担保目的物について差押又は競売手続の開始（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当し又はこれ

らに類する事由が生じた場合を含みます。）があったとき

（2）お客様の当社に対する債務（ただし本取引及び建玉に係る債務を除きます。）に関して差し入れてい

る担保目的物について差押又は競売手続の開始（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当し又はこれら

に類する事由が生じた場合を含みます。）があったとき

（3）～（4）≪現行通り≫ （3）～（4）≪省略≫

第２２条　決済条件の変更　～　第２６条　免責事項 第２２条　決済条件の変更　～　第２６条　免責事項

≪現行通り≫ ≪省略≫

第２７条　解約 第２７条　解約

1．≪現行通り≫ １．≪省略≫

（1）～（4）≪現行通り≫ （1）～（4）≪省略≫

≪削除≫ （5）お客様の取引口座に建玉がなくかつ有効証拠金が本取引を行うために必要な金額に満たない状態が１

年以上継続したとき又は建玉及び証拠金預託額がない状態が１年以上継続したとき

（5）～（9）≪繰り上げ≫ （6）～（10）≪省略≫

２．～３．≪現行通り≫ ２．～３．≪省略≫

４．お客様の取引口座に建玉及び証拠金預託額がない状態が1年以上継続した場合は休眠扱いとし、その

後、本取引を再開する際には、原則として本契約の取引口座開設時と同等の所定の手続きを必要とするもの

とします。

≪追加≫

第２８条　債権譲渡等の禁止　～　第２９条　協議事項 第２８条　債権譲渡等の禁止　～　第２９条　協議事項

≪現行通り≫ ≪省略≫

第３０条　約款の変更と承認 第３０条　約款の変更と承認

１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

２．本約款が変更された場合には、当社は、お客様にその変更事項を当社ホームページ等において公表する

ものとします。

２．本約款が変更された場合には、当社は、お客様にその変更事項を当社ホームページ上において公表する

ものとします。

第３１条　合意管轄 第３１条　合意管轄

≪現行通り≫ ≪省略≫

≪現行通り≫ 平成22年11月15日制定

≪中略≫

平成28年6月27日改定

2020年10月26日改定

2020年11月1日改定

2021年1月25日改定、実施

令和2年10月26日改定

令和2年11月1日改定

≪追加≫



改定 現行

第１条　契約約款の趣旨 第１条　契約約款の趣旨

１．この「電子取引に関する約款（くりっく株365）」（以下「本電子取引約款」といいます。）は、お客

様が、豊トラスティ証券株式会社（以下「当社」といいます。）のオンライン取引サービス（以下「本サー

ビス」といいます。）を通じて、株式会社東京金融取引所（以下「取引所」といいます。）において取引さ

れる取引所株価指数証拠金取引（くりっく株365）（以下「本取引」といいます。）を「取引所株価指数証

拠金取引（くりっく株365）約款」（以下「取引約款」といいます。）、「取引所株価指数証拠金取引の契

約締結前交付書面」（以下「取引説明書」といいます。）及び「ゆたかCFD（くりっく株365）取引ガイ

ド」（以下「ガイド」といいます。）等に基づいて本取引を行う際の電子取引に関するシステム（以下「本

システム」といいます。）について取り決めるものとします。

１．この「電子取引に関する約款（くりっく株365）」（以下「本電子取引約款」といいます。）は、お客

様が、豊トラスティ証券株式会社（以下「当社」といいます。）のオンライン取引サービス（以下「本サー

ビス」といいます。）を通じて、株式会社東京金融取引所（以下「取引所」といいます。）において取引さ

れる取引所株価指数証拠金取引（くりっく株365）（以下「本取引」といいます。）を「取引所株価指数証

拠金取引（くりっく株365）約款」（以下「取引約款」といいます。）、「取引所株価指数証拠金取引説明

書」（以下「取引説明書」といいます。）及び「ゆたかCFD（くりっく株365）取引ガイド」（以下「ガイ

ド」といいます。）等に基づいて本取引を行う際の電子取引に関するシステム（以下「本システム」といい

ます。）について取り決めるものとします。

２．≪現行通り≫ ２．≪省略≫

第２条　本システムのご利用 第２条　本システムのご利用

１．本システムは、当社を取次業者（取引参加者）として本取引を行うことを希望するお客様が、ガイド及

び取引説明書、取引約款及び取引所の定める受託契約準則、その他の諸規程の内容に同意した上で、当社所

定のゆたかCFD口座開設申込書に必要事項を記入してゆたかCFDの口座開設を申し込み、かつ当社が審査し

て承認した場合に限り、利用できるものとします。

１．本システムは、当社を取次業者（取引参加者）として本取引を行うことを希望するお客様が、ガイド及

び取引説明書、取引約款及び取引所の定める受託契約準則、その他の諸規程の内容に同意した上で、当社所

定のゆたかCFD口座開設申込書に必要事項を記入し又はオンライン口座取引フォームに入力してゆたかCFD

の口座開設を申し込み、かつ当社が審査して承認した場合に限り、利用できるものとします。

２．～４．≪現行通り≫ ２．～４．≪省略≫

第３条　サービスの内容　～　第７条　注文の受付 第３条　サービスの内容　～　第７条　注文の受付

≪現行通り≫ ≪省略≫

第８条　注文の有効期限 第８条　注文の有効期限

１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

２．お客様が本システムを利用して当社に委託した注文のうち、有効期限を指定する場合は、当日

（DAY）、週末（WEEK）又は無期限（GTC）のいずれかを選択するものとします。

２．お客様が本システムを利用して当社に委託した注文のうち、有効期限を指定する場合は、当日、週末又

は無期限のいずれかを選択するものとします。

第９条　変更・取消 第９条　変更・取消

１．～２．≪現行通り≫ １．～２．≪省略≫

≪削除≫ ３．毎取引日の値洗いの結果、お客様の取引口座に証拠金不足額が発生した場合には、当社は全ての新規注

文及び決済注文を取り消すことができるものとします。

第１０条　注文の執行　～　第１１条　注文及び取引の照会 第１０条　注文の執行　～　第１１条　注文及び取引の照会

≪現行通り≫ ≪省略≫

電子取引に関する約款（くりっく株365）・新旧対照表



第１２条　証拠金の預託及び出金 第１２条　証拠金の預託及び出金

１．～３．≪現行通り≫ １．～３．≪省略≫

４．お客様は、お客様が本システムの出金依頼画面において出金内容を入力することにより出金の依頼をす

ることができます

４．お客様は、お客様が本システムの出金指示画面において出金内容を入力することにより出金の指示をす

ることができます

５．お客様が本システムを利用して出金依頼をした場合であっても、以下の各号の一に該当することとなっ

たときには、お客様への出金を停止又は制限させていただきます。この場合、お客様は異議申し立てができ

ないものとします。

５．お客様が本システムを利用して出金指示をした場合であっても、以下の各号の一に該当することとなっ

たときには、お客様への出金を停止又は制限させていただきます。この場合、お客様は異議申し立てができ

ないものとします。

（1）取引終了時において、有効証拠金額が維持証拠金額を下回ったため、出金依頼が取り消された場合 （1）取引終了時において、有効証拠金額が必要証拠金額を下回ったため、出金指示が取り消された場合

（2）取引所又は当社の本システムに障害が発生し、当社において出金依頼に係る処理ができなかった場合 （2）取引所又は当社の本システムに障害が発生し、当社において出金指示に係る処理ができなかった場合

（3）≪現行通り≫ （3）≪省略≫

６．出金依頼額は、出金可能額の範囲内で5,000円以上を基本とし、口座残高が5,000円未満の場合には全額

とすることを求めるものとします。なお、その求めにもかかわらず、5,000円未満の少額出金が繰り返され

る場合には、当社は次項の定めにかかわらず、振込手数料を請求することができるものとします。

６．出金依頼額は、出金可能額の範囲内で5,000円以上とし、口座残高が5,000円未満の場合には全額としま

す。

７．証拠金の預託又は出金は、双方の指定金融機関口座宛の振込によるものとし、振込手数料は原則として

振込側が負担するものとします。ただし、お客様が当社において他商品の取引口座を開設している場合、所

定の手続きを経て当社が振替を承認した場合についてはこの限りではありません。

７．証拠金の預託又は出金は、双方の金融機関口座宛の振込によるものとし、振込手数料は原則として振込

側が負担するものとします。ただし、お客様が当社の取引所為替証拠金取引口座を開設している場合又はそ

の他当社が振替を承認した場合についてはこの限りではありません。

第１３条　出金依頼の取消と変更 第１３条　出金指示の取消と変更

お客様が本システムを利用して行った出金依頼の変更は、出金依頼を取り消した後に出金依頼を再度入力す

ることにより行うことができます。ただし、出金依頼の取消は、取引時間中においてのみ受け付けられるも

のとします。

お客様が本システムを利用して行った出金指示の変更は、出金指示を取り消した後に指示を再度入力するこ

とにより行うことができます。ただし、出金指示の取消は、取引所の取引清算時より前までとします。

第１４条　手数料　～　第１５条　通知の方法及び効力 第１４条　手数料　～　第１５条　通知の方法及び効力

≪現行通り≫ ≪省略≫

第１６条　お客様からのお問い合わせ等 第１６条　お客様からのお問い合わせ等

１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

２．当社は、お客様に緊急に連絡することが必要となった場合には、届出を受けた緊急連絡先又はメールア

ドレス等に連絡するものとします。

２．当社は、お客様に緊急に連絡することが必要となった場合には、届出を受けた緊急連絡先又はメールア

ドレス等に連絡します。

３．≪現行通り≫ ３．≪省略≫

第１７条　使用機器のトラブル・障害 第１７条　使用機器のトラブル・障害

≪現行通り≫ ≪省略≫

第１８条　免責事項 第１８条　免責事項



１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

（1）追加証拠金制度又はロスカット制度、リセットに従って建玉が処分された場合 （1）追加証拠金制度又はロスカット制度に従って建玉が処分された場合

（2）～（12）≪現行通り≫ （2）～（12）≪省略≫

２．≪現行通り≫ ２．≪省略≫

第１９条　本システム及び本サービスの利用の解除又は中止 第１９条　本システム及び本サービスの利用の解除又は中止

１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

（1）～（6）≪現行通り≫ （1）～（6）≪省略≫

（7）インターネット又は電子メール機能が正常に作動しないことなどにより、当社がお客様と長期にわた

り連絡が取れない状態が続いた場合

（7）インターネット又は電子メール機能が正常に作動しないことなどにより、当社がお客様と連絡が取れ

ない場合

（8）～（12）≪現行通り≫ （8）～（12）≪省略≫

２．≪現行通り≫ ２．≪省略≫

第２０条　届出事項の変更　～　第２1条　協議事項 第２０条　届出事項の変更　～　第２1条　協議事項

≪現行通り≫ ≪省略≫

第２２条　約款の変更と承認 第２２条　約款の変更と承認

１．≪現行通り≫ １．≪省略≫

２．本電子取引約款が変更された場合には、当社は、お客様にその変更をホームページ等において公表する

ものとします。

２．本電子取引約款が変更された場合には、当社は、お客様にその変更をホームページにおいて公表するも

のとします。

第２３条　合意管轄 第２３条　合意管轄

≪現行通り≫ ≪省略≫

平成22年11月15日制定

≪中略≫

平成26年3月30日改定

平成22年11月15日制定

≪中略≫

平成26年3月30日改定

2020年10月26日改定

2020年11月1日改定

2021年1月25日改定、実施

令和2年10月26日改定

令和2年11月1日改定

≪追加≫



改定 現行

表紙 ≪現行通り≫ ≪省略≫

2021年1月 2020年11月

１．取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項について １．取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項について

【手数料等その他諸費用等について】　～　【為替リスク】 【手数料等その他諸費用等について】　～　【為替リスク】

≪現行通り≫ ≪省略≫

【追加証拠金（追証）のリスク】 【追加証拠金（追証）のリスク】

取引所株価指数証拠金取引では、有効証拠金額が保有建玉を維持するための維持証拠金額を下回った場

合には証拠金不足となります。取引終了時において確定した証拠金不足への対応（追証対応）が当社規

定の時間までに確認できない場合には、お客様の計算において保有している全ての建玉が任意に決済さ

れることになります。その追証未対応による強制決済の場合、強制決済時に決済玉が取引時間外のとき

には、その取引再開時まで当該建玉の決済は持ち越されます。また、その間の取引は強制決済が完了す

るまで行うことができません。

取引所株価指数証拠金取引では、有効証拠金額が保有建玉を維持するための必要証拠金額を下回った場

合には証拠金不足となります。取引終了時において確定した証拠金不足への対応（追証対応）が当社規

定の時間までに確認できない場合には、お客様の計算において保有している全ての建玉が任意に決済さ

れることになります。その追証未対応による強制決済の場合、強制決済時に決済玉が取引時間外のとき

には、その取引再開時まで当該建玉の決済は持ち越されます。また、その間の取引は強制決済が完了す

るまで行うことができません。

【ロスカットのリスク】 【ロスカットのリスク】

取引所株価指数証拠金取引では、有効証拠金額が保有建玉を維持するための維持証拠金額の50％を下回

るとロスカットが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決

済されます。その際に取引の制限として、制限値幅が導入されている株価指数証拠金取引において、ロ

スカットが通常通り発動せずに想定外のマイナスが発生することがあります。なお、ロスカット発動時

に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロス

カットによる反対売買を順次行うものとします。このロスカット発動の判定はリアルタイムで行われま

すが、ロスカット判定時の市場動向によっては、ロスカット発動時の証拠金維持率の50％を大きく割り

込む可能性があり、想定以上の損失を被ることがあります。

取引所株価指数証拠金取引では、有効証拠金額が保有建玉を維持するための必要証拠金額の50％を下回

るとロスカットが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決

済されます。その際に取引の制限として、制限値幅が導入されている株価指数証拠金取引において、ロ

スカットが通常通り発動せずに想定外のマイナスが発生することがあります。なお、ロスカット発動時

に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロス

カットによる反対売買を順次行うものとします。このロスカット発動の判定はリアルタイムで行われま

すが、ロスカット判定時の市場動向によっては、ロスカット発動時の有効比率の50％を大きく割り込む

可能性があり、想定以上の損失を被ることがあります。

【その他証拠金リスク】　～　【両建てリスク】 【その他証拠金リスク】　～　【両建てリスク】

≪現行通り≫ ≪省略≫

【取引所株価指数証拠金取引の契約の概要】

～【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】

【取引所株価指数証拠金取引の契約の概要】

～【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】

≪現行通り≫ ≪省略≫

２ｰ１．取引所株価指数証拠金取引（リセット付商品）の仕組みについて ２ｰ１．取引所株価指数証拠金取引（リセット付商品）の仕組みについて

≪現行通り≫ ≪省略≫

（1）取引の方法 （1）取引の方法

≪現行通り≫ ≪省略≫

（2）証拠金 （2）証拠金

 ① 証拠金の計算方法  ① 証拠金の計算方法

≪現行通り≫ ≪省略≫

取引所株価指数証拠金取引説明書・新旧対照表



一律方式では、建玉数量１枚につき当社が定めた取引証拠金額と建玉枚数を乗じた金額を維持証拠金額

とします。証拠金預託額に評価損益額、金利相当額及び配当相当額の累計額と受渡予定額を加算し、出

金依頼額を差し引いた額を有効証拠金額とします。

一律方式では、建玉数量１枚につき当社が定めた取引証拠金額と建玉枚数を乗じた金額を必要証拠金額

とします。証拠金預託額に評価損益額、金利相当額及び配当相当額の累計額と決済損益予定額を加算

し、出金指示額を差し引いた額を有効証拠金額とします。

・証拠金預託額とは、受渡が完了した決済損益、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡が完了

している手数料と入出金額の合計額

・証拠金預託額とは、受渡が完了した決済損益、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡が完了

している手数料と入出金額の合計額

・評価損益額とは、保有建玉の評価損益額 ・評価損益額とは、保有建玉の評価損益額

・受渡予定額とは、受渡が完了していない決済損益、当該金利相当額及び配当相当額並びに受渡が完了

していない手数料の合計額

・決済損益予定額とは、受渡が完了していない決済損益、当該金利相当額及び配当相当額並びに受渡が

完了していない手数料の合計額

・手数料は新規・決済ともに約定ごとに差し引かれます ・手数料は新規・決済ともに約定ごとに差し引かれます

＊同一の種類のリセット付株価指数等証拠金取引でリセット日が同じものを両建てすることにより買建

玉と売建玉が同数になった場合、取引証拠金は必要ありませんが、その後どちらか片側のポジションの

一部又は全部を決済し、片建超過建玉が増える注文を発注する場合には、発注に見合う取引証拠金と手

数料が必要となります。

なお、リセット日が異なる取引間での証拠金額の相殺・割引はできません。

＊ 同一の種類のリセット付株価指数等証拠金取引でリセット日が同じものを両建てすることにより買

建玉と売建玉が同数になった場合、取引証拠金は必要ありませんが、その後どちらか片側のポジション

の一部又は全部を決済するための注文を発注する場合には、発注に見合う取引証拠金を預託する必要が

あります。

なお、リセット日が異なる取引間での証拠金額の相殺・割引はできません。

② 証拠金の差入れ ② 証拠金の差入れ

お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、当社が定める額以上の額を発注証拠金

（発注に必要な証拠金と手数料）として差し入れる必要があります。

お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、当社が定める額以上の額を発注証拠金

（発注に必要な証拠金）として差し入れる必要があります。

③ 証拠金の維持 ③ 証拠金の維持

お客様の有効証拠金額が取引日ごとに建玉について計算された維持証拠金額を下回った場合、お客様

は、その取引終了時点の維持証拠金額と有効証拠金額との差額（不足金額）の当社が定める額以上を、

指定した日時までに差し入れるか、又はその不足額以上の維持証拠金額の減額を片建超過建玉の調整に

よって行われたことが確認できなければなりません。

お客様の有効証拠金額が取引日ごとに建玉について計算された必要証拠金額を下回った場合、お客様

は、その取引終了時点の必要証拠金額と有効証拠金額との差額（不足金額）の当社が定める額以上を、

指定した日時までに差し入れるか、又はその不足額以上の必要証拠金額の減額を片建超過建玉の調整に

よって行われなければなりません。

④ 有価証券等による充当 ④ 有価証券等による充当

≪現行通り≫ ≪省略≫

⑤ 評価損益及び金利相当額・配当相当額の取扱い ⑤ 評価損益及び金利相当額・配当相当額の取扱い

保有建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額の合

計額が正である場合には、その合計額に相当する額は発注可能額には算入されません。また、その合計

額が負である場合には、合計額に相当する額は発注可能額に算入されます。

保有建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額の合

計額がプラスであっても、マイナスであっても、その合計額に相当する額は発注可能額に算入されま

す。

⑥ 証拠金の引出し ⑥ 証拠金の引出し

≪現行通り≫ ≪省略≫

⑦ ロスカットの取扱い ⑦ ロスカットの取扱い

≪現行通り≫ ≪省略≫

ロスカットルール：有効証拠金額が保有建玉を維持するための維持証拠金額の50％を下回るとロスカッ

トが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決済されます。

このロスカット発動の判定はリアルタイムに行われます。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事

由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売

買を順次行うものとします。

ロスカットルール：有効証拠金額が保有建玉を維持するための必要証拠金額の50％を下回るとロスカッ

トが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決済されます。

このロスカット発動の判定はリアルタイムに行われます。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事

由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売

買を順次行うものとします。

⑧ 証拠金不足の解消を所定の日時までに行わなかった場合の取扱い ⑧ 証拠金不足の解消を所定の日時までに行わなかった場合の取扱い



お客様が追加証拠金の預託又は片建超過建玉の調整等により証拠金不足の解消を取引再開日の日本時間

午後5時30分（取引時間の短縮等の変更が生じた場合には、取引再開日の日本時間午後12時30分）まで

に行わなかった場合には、当社は、当社の定める方法により当該取引所株価指数証拠金取引を決済する

ため、任意に、お客様の計算において転売又は買戻しを行うものとします（お客様が取引所株価指数証

拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても、同様です）。

お客様が追加証拠金の預託又は片建超過建玉の調整等により証拠金不足の解消を所定の日時までに行わ

なかった場合には、当社は、当社の定める方法により当該取引所株価指数証拠金取引を決済するため、

任意に、お客様の計算において転売又は買戻しを行うものとします（お客様が取引所株価指数証拠金取

引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても、同様です）。

⑨ 証拠金の管理　～　⑪ その他 ⑨ 証拠金の管理　～　⑪ その他

≪現行通り≫ ≪省略≫

（3）決済時の金銭の授受　～　（4）取引規制 （3）決済時の金銭の授受　～　（4）取引規制

≪現行通り≫ ≪省略≫

（5）税金の概要 （5）税金の概要

≪現行通り≫ ≪省略≫

当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った場合には、原則として、当該お客様

の住所（所在地）、氏名（法人名）、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出しま

す。

当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った場合には、原則として、当該お客様

の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。

≪現行通り≫ ≪省略≫

２ｰ２．取引所株価指数証拠金取引（リセットなし商品）の仕組みについて ２ｰ２．取引所株価指数証拠金取引（リセットなし商品）の仕組みについて

≪現行通り≫ ≪省略≫

（1）取引の方法 （1）取引の方法

≪現行通り≫ ≪省略≫

（2）証拠金 （2）証拠金

≪現行通り≫ ≪省略≫

一律方式では、建玉数量１枚につき当社が定めた取引証拠金額と建玉枚数を乗じた金額を維持証拠金額

とします。証拠金預託額に評価損益額、金利相当額及び配当相当額の累計額と受渡予定額を加算し、出

金依頼額を差し引いた額を有効証拠金額とします。

一律方式では、建玉数量１枚につき当社が定めた取引証拠金額と建玉枚数を乗じた金額を必要証拠金額

とします。証拠金預託額に評価損益額、金利相当額及び配当相当額の累計額と決済損益予定額を加算

し、出金指示額を差し引いた額を有効証拠金額とします。

・証拠金預託額とは、受渡が完了した決済損益、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡が完了

している手数料と入出金額の合計額

・証拠金預託額とは、受渡が完了した決済損益、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに受渡が完了

している手数料と入出金額の合計額

・評価損益額とは、保有建玉の評価損益額 ・評価損益額とは、保有建玉の評価損益額

・受渡予定額とは、受渡が完了していない決済損益、当該金利相当額及び配当相当額並びに受渡が完了

していない手数料の合計額

・決済損益予定額とは、受渡が完了していない決済損益、当該金利相当額及び配当相当額並びに受渡が

完了していない手数料の合計額

・手数料は新規・決済ともに約定ごとに差し引かれます ・手数料は新規・決済ともに約定ごとに差し引かれます

＊同一の種類のリセット付株価指数等証拠金取引でリセット日が同じものを両建てすることにより買建

玉と売建玉が同数になった場合、取引証拠金は必要ありませんが、その後どちらか片側のポジションの

一部又は全部を決済し、片建超過建玉が増える注文を発注する場合には、発注に見合う取引証拠金と手

数料が必要となります。

なお、リセット日が異なる取引間での証拠金額の相殺・割引はできません。

＊ 同一の種類のリセット付株価指数等証拠金取引でリセット日が同じものを両建てすることにより買

建玉と売建玉が同数になった場合、取引証拠金は必要ありませんが、その後どちらか片側のポジション

の一部又は全部を決済するための注文を発注する場合には、発注に見合う取引証拠金を預託する必要が

あります。

なお、リセット日が異なる取引間での証拠金額の相殺・割引はできません。

② 証拠金の差入れ ② 証拠金の差入れ



お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、当社が定める額以上の額を発注証拠金

（発注に必要な証拠金と手数料）として差し入れる必要があります。

お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、当社が定める額以上の額を発注証拠金

（発注に必要な証拠金）として差し入れる必要があります。

③ 証拠金の維持 ③ 証拠金の維持

お客様の有効証拠金額が取引日ごとに建玉について計算された維持証拠金額を下回った場合、お客様

は、その取引終了時点の維持証拠金額と有効証拠金額との差額（不足金額）の当社が定める額以上を、

指定した日時までに差し入れるか、又はその不足額以上の維持証拠金額の減額を片建超過建玉の調整に

よって行われたことが確認できなければなりません。

お客様の有効証拠金額が取引日ごとに建玉について計算された必要証拠金額を下回った場合、お客様

は、その取引終了時点の必要証拠金額と有効証拠金額との差額（不足金額）の当社が定める額以上を、

指定した日時までに差し入れるか、又はその不足額以上の必要証拠金額の減額を片建超過建玉の調整に

よって行われなければなりません。

④ 有価証券等による充当 ④ 有価証券等による充当

≪現行通り≫ ≪省略≫

⑤ 評価損益及び金利相当額・配当相当額の取扱い ⑤ 評価損益及び金利相当額・配当相当額の取扱い

保有建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額の合

計額が正である場合には、その合計額に相当する額は発注可能額には算入されません。また、その合計

額が負である場合には、合計額に相当する額は発注可能額に算入されます。

保有建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額の合

計額がプラスであっても、マイナスであっても、その合計額に相当する額は発注可能額に算入されま

す。

⑥ 証拠金の引出し ⑥ 証拠金の引出し

≪現行通り≫ ≪省略≫

⑦ ロスカットの取扱い ⑦ ロスカットの取扱い

≪現行通り≫ ≪省略≫

ロスカットルール：有効証拠金額が保有建玉を維持するための維持証拠金額の50％を下回るとロスカッ

トが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決済されます。

このロスカット発動の判定はリアルタイムに行われます。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事

由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売

買を順次行うものとします。

ロスカットルール：有効証拠金額が保有建玉を維持するための必要証拠金額の50％を下回るとロスカッ

トが発動し、自動的に取引時間内の建玉の全部がお客様の計算において反対売買により決済されます。

このロスカット発動の判定はリアルタイムに行われます。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事

由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売

買を順次行うものとします。

⑧ 証拠金不足の解消を所定の日時までに行わなかった場合の取扱い ⑧ 証拠金不足の解消を所定の日時までに行わなかった場合の取扱い

お客様が追加証拠金の預託又は片建超過建玉の調整等により証拠金不足の解消を取引再開日の日本時間

午後5時30分（取引時間の短縮等の変更が生じた場合には、取引再開日の日本時間午後12時30分）まで

に行わなかった場合には、当社は、当社の定める方法により当該取引所株価指数証拠金取引を決済する

ため、任意に、お客様の計算において転売又は買戻しを行うものとします（お客様が取引所株価指数証

拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても、同様です）。

お客様が追加証拠金の預託又は片建超過建玉の調整等により証拠金不足の解消を所定の日時までに行わ

なかった場合には、当社は、当社の定める方法により当該取引所株価指数証拠金取引を決済するため、

任意に、お客様の計算において転売又は買戻しを行うものとします（お客様が取引所株価指数証拠金取

引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても、同様です）。

⑨ 証拠金の管理　～　⑪ その他 ⑨ 証拠金の管理　～　⑪ その他

≪現行通り≫ ≪省略≫

（3）決済時の金銭の授受　～　（4）取引規制 （3）決済時の金銭の授受　～　（4）取引規制

≪現行通り≫ ≪省略≫

（5）税金の概要 （5）税金の概要

≪現行通り≫ ≪省略≫

当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った場合には、原則として、当該お客様

の住所（所在地）、氏名（法人名）、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出しま

す。

当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った場合には、原則として、当該お客様

の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。

≪現行通り≫ ≪省略≫



３．当社への取引の委託の手続きについて ３．当社への取引の委託の手続きについて

≪現行通り≫ ≪省略≫

（1）取引の手続き （1）取引の手続き

a. 本書面の交付を受ける　～　b. 取引所株価指数証拠金取引口座の設定 a. 本書面の交付を受ける　～　b. 取引所株価指数証拠金取引口座の設定

≪現行通り≫ ≪省略≫

ｃ. ゆたかCFD口座開設申込書兼お客様カード兼確認書兼特定取引を行う者の届出書の差し入れ ｃ. ゆたかCFD口座開設申込書兼お客様カード兼確認書の差し入れ

取引所株価指数証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に適合性を確認するためのお客様情報

を記入したゆたかCFD口座開設申込書兼お客様カード兼確認書兼特定取引を行う者の届出書を差し入れ

ていただきます。

取引所株価指数証拠金取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に適合性を確認するためのお客様情報

を記入したゆたかCFD口座開設申込書兼お客様カード兼確認書を差し入れていただきます。

ｄ. 顧客審査 ｄ. 顧客審査

≪現行通り≫ ≪省略≫

（2）発注証拠金の差し入れ　～　（4）建玉の保有又は決済の方法 （2）発注証拠金の差し入れ　～　（4）建玉の保有又は決済の方法

≪現行通り≫ ≪省略≫

（5）委託注文をした取引の成立 （5）委託注文をした取引の成立

委託注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を原則、

電磁的な方法にてお客様に交付します。

委託注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的

な方法又は書面にてお客様に交付します。

（6）証拠金の維持　～　（8）消費税等の取扱い （6）証拠金の維持　～　（8）消費税等の取扱い

≪現行通り≫ ≪省略≫

（9）取引残高、建玉、証拠金等の報告 （9）取引残高、建玉、証拠金等の報告

当社は、取引状況をご確認いただくため、取引成立の都度、及び月ごと（以下「報告対象期間」といい

ます。）に、お客様の報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建

玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、お客様に交付します。な

お、交付方法は原則として電磁的方法によるものとし、お客様のご依頼による郵送交付の場合には、別

途定める依頼書をご提出いただいた後に発行することとします。その際、所定の発行手数料の納付を求

めることができるものとします。

当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合は取引成立の都度、お客様から

請求がない場合は四半期ごと（以下「報告対象期間」といいます。）お客様の報告対象期間において成

立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を

記載した報告書を作成して、お客様に交付します。

（10）電磁的方法による書面の交付 （10）電磁的方法による書面の交付

当社による書面を電磁的方法により交付されることを承諾する場合は、その旨を書面にてお知らせくだ

さい。電磁的方法とは、当社の使用するコンピューター取引システムに備えられた専らお客様の用に供

せられるファイル（顧客ファイル）に記録された本取引に関する書類等を、インターネットを通じてお

客様の閲覧に供する方法であり、その記録の方法はＰＤＦファイル形式とします。

当社による書面を電磁的方法により交付されることを承諾する場合は、その旨を書面又は電磁的方法で

お知らせ下さい。電磁的方法とは、当社の使用するコンピューター取引システムに備えられた専らお客

様の用に供せられるファイル（顧客ファイル）に記録された本取引に関する書類等を、インターネット

を通じてお客様の閲覧に供する方法であり、その記録の方法はＰＤＦファイル形式とします。

（11）当社の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き　～　（12）その他 （11）当社の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き　～　（12）その他

≪現行通り≫ ≪省略≫

４．取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語 ４．取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語

・ETF（いーてぃーえふ）　～　・ロールオーバー ・ETF（いーてぃーえふ）　～　・ロールオーバー

≪現行通り≫ ≪省略≫

５．当社の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について ５．当社の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について



（1）当社の概要 （1）当社の概要

≪現行通り≫ ≪省略≫

（2）苦情受付窓口 （2）苦情受付窓口

≪現行通り≫ ≪省略≫

※お取引に関するお問い合わせ ※お取引に関するお問い合わせ

≪現行通り≫ ≪省略≫

※お取引に関する苦情相談 ※お取引に関する苦情相談

受付時間　：9：00～17:30（土日・祝日等を除く）

窓口　　　：豊トラスティ証券株式会社

　　　　　　お客様相談窓口　03-3667-5260

　　　　　　ＦＡＸ　：03-3667-5264

受付方法　：電話

受付時間　：9：00～17:30（土日・祝日等を除く）

窓口　　　：豊トラスティ証券株式会社

　　　　　　コンプライアンス部コンプライアンス金融課　03-3667-5260

　　　　　　ＦＡＸ　：03-3667-5264

受付方法　：電話

（3）苦情処理・紛争解決 （3）苦情処理・紛争解決

≪現行通り≫ ≪省略≫

【別表】 【別表】

（1）取引所株価指数証拠金取引の種類 （1）取引所株価指数証拠金取引の種類

a．リセット付株価指数等証拠金取引 a．リセット付株価指数等証拠金取引

≪現行通り≫ ≪省略≫

b．取引所株価指数証拠金取引（リセットなし商品） b．取引所株価指数証拠金取引（リセットなし商品）

≪現行通り≫ ≪省略≫

(2)リセット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等 (2)リセット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等

≪現行通り≫ ≪省略≫

(3)リセット値の決定方法 (3)リセット値の決定方法

≪現行通り≫ ≪省略≫

(4) 各株価指数に関する記載事項 (4) 各株価指数に関する記載事項

「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開

発された手法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平

均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平

均株価」を対象とする株価指数証拠金取引(以下「本件証拠金取引」といいます。)に関するすべての事

業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所(以下「金融取」といいます。)およびその参

加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありませ

ん。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の

配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採

用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有してい

ます。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、

遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。

「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開

発された手法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平

均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平

均株価」を対象とする株価指数証拠金取引(以下「本件証拠金取引」といいます。)に関するすべての事

業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所(以下「金融取」といいます。)およびその参

加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありませ

ん。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の

配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採

用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有してい

ます。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、

遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。



Dow Jones Industrial AverageTM(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)は、S&P Dow Jones Indices

LLC(以下「SPDJI」)が算出する指数であり、SPDJIがライセンスに係る権利を保有しています。

「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーン

ズ工業株価平均)のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LLC(以下「DJTH」)から

SPDJIにライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所(以下「金融取」)による一定の目的のた

めに、SPDJIから金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダ

ウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とするNYダウ証拠金取引及びNYダウリセット付証拠金取引は、

SPDJI、DJTH及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらの

いずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていません。

Dow Jones Industrial AverageTM(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)は、S&P Dow Jones Indices

LLC(以下「SPDJI」)が算出する指数であり、SPDJIがライセンスに係る権利を保有しています。

「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーン

ズ工業株価平均)のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LLC(以下「DJTH」)から

SPDJIにライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所(以下「金融取」)による一定の目的のた

めに、SPDJIから金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダ

ウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とするNYダウ証拠金取引及びNYダウリセット付証拠金取引は、

SPDJI、DJTH及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらの

いずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていません。

DAX®はコンティゴ　インデックスGmbH及びドイツ取引所グループ(以下「コンティゴ」)の登録商標

です。DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引は、コンティゴにより保証、推奨、販売等い

かなる形においてもサポートされているものではありません。コンティゴは、DAX®証拠金取引及び

DAX®リセット付証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利

用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を

与えているものではありません。インデックスはコンティゴで計算し公表しています。しかし、適用可

能な限りの制定法下において、コンティゴは第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いませ

ん。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いま

せん。

コンティゴによるインデックスの公表及びDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引へのイン

デックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、コンティゴとしてDAX®証拠金

取引及びDAX®リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明す

るもしくは保証するものでは一切ありません。

コンティゴはインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引

所に対してDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデックス

トレードマークを利用及び参照することを認めたものです。

DAX®はドイツ取引所の登録商標です。DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引は、ドイツ取

引所により保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているものではありません。ドイツ

取引所は、DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びイ

ンデックストレードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的

及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスはドイツ取引所で計算し

公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、ドイツ取引所は第三者に対しインデッ

クスの誤謬について責任を負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資

家を含む第三者に対して一切負いません。

ドイツ取引所によるインデックスの公表及びDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引へのイ

ンデックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、ドイツ取引所としてDAX®証

拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表

明するもしくは保証するものでは一切ありません。

ドイツ取引所はインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取

引所に対してDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデック

ストレードマークを利用及び参照することを認めたものです。



FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引について、FTSE International Limited (以下

「FTSE」)、London Stock Exchange Groupの会社 (以下「LSEG」) (以下「ライセンス供与者」と総

称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はいずれも、

(ⅰ)FTSE100(以下「インデックス」)(FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引が由来

する対象)の使用から得た結果、(ⅱ)上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、

(ⅲ)FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引に関連して使用される何らかの目的に対す

るインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いませ

ん。ライセンス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックス

に関連する金融や投資に関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありませ

ん。当該インデックスはFTSEまたはその代理人が算出します。ライセンス供与者は、(a)インデックス

の誤り(過失その他であっても)に対していかなる者に対しても責任を負うものではなく、(b)いかなる者

に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所は

FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引の組成にあたり、FTSEよりその情報を使用す

る権利を取得しています。

当該インデックスの全ての権利はFTSEに帰属します。「FTSE®」はLSEGの商標で、ライセンスに基づ

きFTSEが使用します。

FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引について、FTSE International Limited (以下

「FTSE」)、London Stock Exchange Groupの会社 (以下「LSEG」)  (以下「ライセンス供与者」と総

称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はいずれも、

(ⅰ)FTSE100(以下「インデックス」)(FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引が由来

する対象)の使用から得た結果、(ⅱ)上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、

(ⅲ)FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引に関連して使用される何らかの目的に対す

るインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いませ

ん。ライセンス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックス

に関連する金融や投資に関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありませ

ん。当該インデックスはFTSEまたはその代理人が算出します。ライセンス供与者は、(a)インデックス

の誤り(過失その他であっても)に対していかなる者に対しても責任を負うものではなく、(b)いかなる者

に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所は

FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引の組成にあたり、FTSEよりその情報を使用す

る権利を取得しています。

当該インデックスの全ての権利はFTSEに帰属します。「FTSE®」はLSEGの商標で、ライセンスに基づ

きFTSEが使用します。



改定 現行

○重要事項説明書（必ずお読みください） ○重要事項説明書（必ずお読みください）

「ゆたかCFD（くりっく株365）」（2021年1月） 「ゆたかCFD（くりっく株365）」（2020年11月）

【会社の概要】 【会社の概要】

≪現行通り≫ ≪省略≫

【リスクの概要】 【リスクの概要】

（1）～（2）≪現行通り≫ （1）～（2）≪省略≫

（3） 取引をする際には、お客様は買い気配値で売り、売り気配値で買うことができます。通常買い気配値

よりも売り気配値の方が高く、この価格差（スプレッド）は相場急変、為替変動によって広がったり、連続

的な提示が不可能又は困難となったりする可能性があり、意図した通りの取引ができないことがあります。

（3） 取引をする際には、お客様は買い気配値で売り、売り気配値で買うことができます。通常買い気配値

よりも売り気配値の方が高く、この価格差（スプレッド）は相場急変、為替変動によって広がる可能性があ

り、意図した通りの取引ができないことがあります。

（4）～（5）≪現行通り≫ （4）～（5）≪省略≫

（6） 追加証拠金の預託又は片建超過建玉の調整等により証拠金不足の解消（追証対応）を取引再開日の日

本時間午後5時30分（取引時間の短縮等の変更が生じた場合には、取引再開日の日本時間午後12時30分）ま

でに行わなかった場合には、お客様の計算において保有する全ての建玉が任意に決済されます。なお、取引

所の取引再開日が国内の金融機関の休業日の場合、当該建玉の処分は行いません。また、追証未対応による

強制決済の場合、強制決済時に決済玉が取引時間外のときには、その取引再開時まで当該建玉の決済は持ち

越されますが、その間の取引は強制決済が完了するまで行うことができません。

（6） 追加証拠金への対応が未対応との判定がなされた場合には、お客様の計算において保有する全て（リ

セットなし株価指数証拠金取引及びリセット付株価指数等証拠金取引）の建玉が任意に決済されます。な

お、取引所の取引再開日が国内の金融機関の休業日の場合、当該建玉の処分は行いません。また、追証未対

応による強制決済の場合、強制決済時に決済玉が取引時間外のときには、その取引再開時まで当該建玉の決

済は持ち越されます。また、その間の取引は強制決済が完了するまで行うことができません。

（7） ロスカット発動の判定がなされた場合には、原則自動的に取引時間内の全ての建玉が決済されます。

ロスカット発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉に

ついてのロスカットによる反対売買が順次行われます。

（7）ロスカット発動の判定がなされた場合には、原則自動的に取引時間内の全て（リセットなし株価指数

証拠金取引及びリセット付株価指数等証拠金取引）の建玉が決済されます。ロスカット発動時に取引時間外

等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対

売買が順次行われます。

（8）～（9）≪現行通り≫ （8）～（9）≪省略≫

【証拠金とレバレッジ】 【証拠金とレバレッジ】

維持証拠金は東京金融取引所がリスクに応じて算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に

応じて当社が別途定める金額によって変動しますので、取引所株価指数証拠金取引の取引金額に対する比率

は、常に一定ではありません。少ない元手で大きな利益を手にできることがありますが、反面、大きな損失

につながることもありますので、自己の判断と責任において取引を行う必要があります。また、お客様が差

し入れる証拠金は、東京金融取引所に全額直接預託することにより、当社の資金とは分別されるとともに、

東京金融取引所においても同取引所の資産と分別して管理されます。なお、お客様から預託を受けた証拠金

が当社に滞留する場合は、株式会社三井住友銀行における金銭信託により、当社の自己の資金とは分別して

管理します。

必要証拠金は東京金融取引所がリスクに応じて算定する証拠金基準額及び取引対象である株価指数の価格に

応じて当社が別途定める金額によって変動しますので、取引所株価指数証拠金取引の取引金額に対する比率

は、常に一定ではありません。少ない元手で大きな利益を手にできることがありますが、反面、大きな損失

につながることもありますので、自己の判断と責任において取引を行う必要があります。また、お客様が差

し入れる証拠金は、東京金融取引所に全額直接預託することにより、当社の資金とは分別されるとともに、

東京金融取引所においても同取引所の資産と分別して管理されます。なお、お客様から預託を受けた証拠金

が当社に滞留する場合は、株式会社三井住友銀行における金銭信託により、当社の自己の資金とは分別して

管理します。

【コスト】 【コスト】

ゆたかCFD重要事項説明書・新旧対照表



リセットなし株価指数証拠金取引の売買手数料は１取引単位当たり片道1,760円（消費税込）が、一方、リ

セット付株価指数等証拠金取引の売買手数料は１取引単位当たり片道1,870円（消費税込、ＮＹダウは10分

の1）がそれぞれ最大でかかります。ただし、リセットによる建玉決済、両建玉の転売・買戻しの申告（建

玉整理）、上場廃止時の建玉決済の手数料は無料とします。なお、反対売買時に既存の建玉を決済しないで

両建てを選択した場合、建玉を片方ずつ減じる際にはそれぞれの手数料が徴収されますので、二重の手数料

負担となります。

リセットなし株価指数証拠金取引の売買手数料は１取引単位当たり片道1,760円（消費税込）が最大でかか

ります。一方、2020年10月26日に上場されるリセット付株価指数等証拠金取引の売買手数料は、１取引単

位当たり片道1,870円（消費税込、ＮＹダウは10分の1）が最大でかかります。ただし、リセットによる建玉

決済、両建玉の転売・買戻しの申告（建玉整理）、上場廃止時の建玉決済の手数料は無料とします。なお、

反対売買時に既存の建玉を決済しないで両建てを選択した場合、建玉を片方ずつ減じる際にはそれぞれの手

数料が徴収されますので、二重の手数料負担となります。

【取扱株価指数等証拠金取引について】 【取扱株価指数等証拠金取引について】

当社では、リセット付株価指数等証拠金取引として東京金融取引所の取り扱う日経225リセット付証拠金取

引、DAX®リセット付証拠金取引、FTSE100リセット付証拠金取引、NYダウリセット付証拠金取引、金ETF

リセット付証拠金取引、原油ETFリセット付証拠金取引の6種類と、さらに2021年3月12日に上場廃止され

る日経225と、同年3月19日に上場廃止されるDAX®、FTSE100、NYダウを原資産とする海外株価指数の4種

類を取り扱います。

当社では、2020年10月26日よりリセット付株価指数等証拠金取引として東京金融取引所に上場される日経

225リセット付証拠金取引、DAX®リセット付証拠金取引、FTSE100リセット付証拠金取引、NYダウリセッ

ト付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、原油ETFリセット付証拠金取引の6種類を取り扱い、さら

に2021年3月12日に上場廃止される日経平均株価（日経225）と、同年3月19日に上場廃止されるDAX®、

FTSE100、NYダウを原資産とする海外株価指数の4種類を取り扱います。

【その他】 【その他】

≪現行通り≫ ≪省略≫

【ライセンサーのディスクレーマー】 【ライセンサーのディスクレーマー】

日経平均株価（日経225）： 日経平均株価（日経225）：

≪現行通り≫ ≪省略≫

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）： ≪掲載順位繰り上げ（下記参照）≫

≪現行通り≫

DAX®：　≪掲載順位繰り下げ≫ DAX®：



DAX®はコンティゴ　インデックスGmbH及びドイツ取引所グループ(以下「コンティゴ」)の登録商標で

す。DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引は、コンティゴにより保証、推奨、販売等いかなる形

においてもサポートされているものではありません。コンティゴは、DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付

証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある時点でのイン

デックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありま

せん。インデックスはコンティゴで計算し公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、

コンティゴは第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いません。さらに、インデックスの誤謬の

可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。

コンティゴによるインデックスの公表及びDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引へのインデック

スとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、コンティゴとしてDAX®証拠金取引及び

DAX®リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは保

証するものでは一切ありません。

コンティゴはインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に

対してDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレード

マークを利用及び参照することを認めたものです。

DAX®はドイツ取引所の登録商標です。DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引は、ドイツ取引所

により保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているものではありません。ドイツ取引所

は、DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックスト

レードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証

及び代理権を与えているものではありません。インデックスはドイツ取引所で計算し公表しています。しか

し、適用可能な限りの制定法下において、ドイツ取引所は第三者に対しインデックスの誤謬について責任を

負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負

いません。

ドイツ取引所によるインデックスの公表及びDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引へのインデッ

クスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、ドイツ取引所としてDAX®証拠金取引及

びDAX®リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは

保証するものでは一切ありません。

ドイツ取引所はインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所

に対してDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレード

マークを利用及び参照することを認めたものです。

FTSE100:　≪掲載順位繰り下げ≫ FTSE100:

≪現行通り≫ ≪省略≫

≪掲載順位繰り上げ≫ ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）：

≪省略≫


